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ヘルスケアミーティング 2007（11月 10 -11日）

「住民のための 20 歳までの
口腔の健康づくり指針」を作ろう

杉山精一（コアメンバー）

「一生健康な歯ですごしたい」と多くの人は願っています．生涯健康なお口ですごす

ためには，20 歳までにむし歯を作らない，たとえむし歯ができてしまっても数本以内

の最小限にとどめて失活歯を作らない，そして歯肉は炎症のない状態を保ち，適切な

歯列を達成することが必要です．

現在日本では母子保健，学校保健などによる公的な歯科保健サービスがあり，歯科

医院では医療保険診療が受けられます．20 歳の口腔の健康を達成するためには，個人

の健康管理だけではなかなか難しく，適切な時期に適切なサービスを受けることが必

要ですが，来院する患者さんや学校の講話の際には次々と質問がきます．たとえば，歯

みがきはいつから始めたらいいの？　歯磨き粉はいつから？　6歳臼歯がでてきたらそ

のままで大丈夫？　奥歯が黒いけれどむし歯？　学校健診で「むし歯なし」って信頼

できるの？　いつまでも乳歯が残っているけれど大丈夫？　などなど……

健康情報はメディアにあふれていますが，何が確かな情報か，専門家の私たちでさ

えとまどうほどです．学校の保健の教科書にも歯科についての記載はほとんどありま

せん．生涯の健康の基本となる，乳幼児から 20 歳までのお口の健康について，きちん

と根拠に基づいた情報が提供されていません．私たち専門家は，適切な時期に専門家

のチェックや介入を行えば多くの問題が避けられることは「当たり前のこと」と思っ

ていますが，住民にはこのような私たちの「当たり前のこと」が十分行きわたってい

ないのが現状ではないでしょうか．

今後ますます高齢化と社会のグローバル化が進む日本では，共働き世帯の増加，親

の介護の負担，そして海外での仕事も増加していきます．成人期に歯科治療の通院に

多くの時間，費用を費やすことは社会的にも大きな損失となります．そのような意味

でも「住民のための 20 歳までの口腔の健康づくり指針」作成は，公的な意味をもつ重

要な課題です．

診療室の目標 1 5 歳児でカリエスフリー 90 ％以上を実現する 1
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2 診療室の目標 2 12 歳児でカリエスフリー 90 ％以上を実現する

ヘルスケアミーティング 2007
2007 年 11 月 10 ・ 11 日（土・日）
東商ホール（東京・千代田区丸の内／東京商工会議所）
10日 法人展示，ポスター展示　12:00 a.m. ～ 6:30 p.m.

11日 法人展示，ポスター展示　9:20 a.m.～ 4:00 p.m.

タイムスケジュール（予定）

会場案内
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アクセス 地下鉄三田線日比谷駅より徒歩 2分
地下鉄千代田線二重橋前駅より徒歩 2分
地下鉄有楽町線有楽町駅より徒歩 3分
JR有楽町駅より徒歩 5分
JR東京駅丸の内南口より徒歩 10分

11 月 10 日（土）

ヘルスケアミーティング 2007 1日目
12:30～ 12:50 p.m.

研究会総会

1:00～ 2:00 p.m.

基調報告：住民のための 20歳までの指針づくり

藤木省三

2:00～ 2:40 p.m.

メインテナンス・スタッフみんなの〈？〉とメイン

テナンス通院者の〈？〉を整理してみよう

渡辺勝・豊島義博

2:40～ 3:10 p.m.

患者の〈？〉から始めよう

内藤徹

3:25～ 4:50 p.m.

シンポジウム　20歳までに歯科が責任をもつべき

ことは何か？

座長；藤木省三

シンポジスト；月星光博，内藤徹，豊島義博，

杉山精一

予防していても事故は起こる 月星光博

健口指針は誰のもの 豊島義博

予定発言

EU諸国における不正咬合の診療ガイドライン

成田信一

19歳までに限定される公的歯科医療保障制度

秋元秀俊

5:00～ 6:30 p.m.

第 6回認証ミーティング

ホールロビー

12:00～ 6:30 p.m.

法人展示・ポスター展示

6:50～ 8:20 p.m.

懇親会（希望者）別会場

11 月 11 日（日）

ヘルスケアミーティング 2007 2日目
9:30～ 10:00 a.m.

患者の生涯の健康を考える…ミニマルインター

ベンション 伊藤中

10:00～ 11:00 a.m.

月星先生講演 1 外傷から学ぶＭＩ

休憩（11:00～ 11:15 15分）

11:15 a.m.～ 12:30 p.m.

月星先生講演 2 エンドと歯冠修復のＭＩ

昼食休憩（12:30～ 1:40 70分）

1:40～ 2:00 p.m.

トークセッション　永久歯のカリエスリスクコント

ロール……スタッフの役割

2:00～ 3:20 p.m.

月星先生講演 3 家庭医と自家歯牙移植

3:20～ 3:50 p.m.

質疑応答

ホールロビー

9:20 a.m.～ 4:00 p.m.

法人展示・ポスター展示



わが国では，世界に類をみない健康保険制度によって歯科についても必要な療養のすべてについて医療へのアクセ

スが保障されている（ことになっている）．このため住民はわずかな負担で歯科診療を受けることができるが，その医

療的介入は，果たして患者の生涯の健康にとって十分に価値あるものになっているだろうか．もし，そうでないとす

るなら…　そうでないことに私たちは気づいているはずだ．そこで私たちは予防をベースに診療を組み立てると同時

に，治療介入においては歯髄を守り，歯質を守り，歯根膜すなわち歯を守る治療を心がけるのである．

月星光博氏は，20余年にわたって着実にミニマルインターベンションを追及してきた．アイデアに溺れることな

く長期の臨床成績を評価し，保存的な治療方法が長期的な視点からどのような成績を示すか克明に追跡評価してきた．

インプラントの予知性が高まって，一時は歯牙移植の適応症はいくらもないように思われたが，このところ国際的な

舞台で月星氏に対する評価が高い．歯科医療に対する高邁な姿勢とわかりやすいドキュメンテーションによって示さ

れる良好な臨床成績がインプラント景気という逆風のなかでもようやく評価され始めたのであろう．

漫然とした予防ケアで，疾患のすべてを防ぐことができるほど歯科医療は簡単ではない．

たとえば，メインテナンス小児の外傷性歯冠破折に，あなたはどう対処するか？

私は，熊谷崇氏，岡賢二氏と共に歯周治療や歯牙移植に興味深い報告をしていたころの月星氏が才気煥発な学者肌

の臨床医であったことを記憶している．そして外傷歯の世界的権威であるアンドレーゼン（JO. Andreasen）の大著

（『歯牙の再植と移植の治療学』（1993），『外傷歯治療の基礎と臨床』（1995）を翻訳したことに驚かされたが，自著『外

傷歯の診断と治療』（1998），『自家歯牙移植』（1999）によって少なくとも臨床観察においてはアンドレーゼンと肩を

並べるほどの仕事を示した．そして「予防はある意味MI ではないかもしれない」（The Quintessence, 25(1), 2006）と

いう謎めいた書き出しとともに「中心結節の破折による歯髄感染への対処」という，ともすれば忘れがちなテーマに

始まったミニマルインターベンションの連載が 16ヵ月の大作になったときには，もう私たちは「学者肌の臨床医」な

どと皮肉は言っておれないことに気づいた．深い哲学をもつ臨床医が予防メインテナンスを標榜する者にどのような

ショックを与えてくれるだろうか，じつに愉しみだ．（秋元秀俊）
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1977 年 大阪大学歯学部卒業
1981 年 京都大学医学部大学院修了
1982 年 愛知県海部郡にて月星歯科クリニック開設
1991 年 日本自家歯牙移植研究会　会長
2001 年 Dental Traumatology 編集委員

特別講師 月星光博

ヘルスケアミーティング 2007 11月 11日

月星光博　ミニマルインターベンションと
メインテナンス

特別講師　月星光博氏について
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4 診療室の目標 3 20 歳成人でカリエスフリー 90 ％以上，歯周病のない状態を実現する

基調報告（内藤徹さん）

7 月 16 日のガイドラインワークショップを成功させよう．

テーマは「作って，使って，調べてみる」です．ガイドライ

ンについてどう思っているか，今回コンセンサスを統一しま

す．どんなガイドライン，何についてのガイドラインか？　そ

の後この活動を発展させていくか？

歯科の既存のガイドラインには，「歯周病の診断と治療の指

針」があります．日本の歯科関連学会から発行されたものでは

一番古く，20年前に第 1版が出ました．「歯周病とは」から始

まっている教科書のようなもので，『歯周治療の進め方』は保

険診療の進め方を規定しています．技官がこの『進め方』をも

って来て，大学病院でもこれに沿っていない部分はカットする

ということが行われています．このように，ガイドラインが保

険診療の制限にも使われてきたという背景があるのです．

今年出た補綴診療のガイドラインは，かなり違っています．

目次だけ見ても「ガイドラインの作成方法，ガイドラインの

策定組織，分類，文献…」となっていて，歯周病のガイドラ

インとはかなり違ったものになっています．歯周病の診療の

指針も歯周病学会ガイドライン策定委員会が作っています．こ

ちらも補綴学会のガイドライン策定委員会が作っていますが，

患者さんの〈？〉から始めよう
キックオフミーティング（2007年 6月7日）

【参加者】 杉山精一　渡辺勝　など

【外部協力専門家】 内藤徹（福岡歯科大学）

豊島義博（第一生命日比谷診療所歯科）

湯浅秀道（東海産業医療団中央病院歯科口腔外科）テレビ電話参加

臨床家の立場から

臨床判断に迷う複数の選択肢の中から，いずれの選

択が，治療成績，長期予後などの点から優れている

かという情報

患者の立場から

提示される複数の選択肢の中から，いずれの選択が，

自分の望むアウトカムに近いか判断できる情報

医療財政の立場から

提示される複数の選択肢の中から，いずれの選択が，

治療効果／コストの点で優れるか

その組織の中には策定委員会だけでなく，評価委員会が作ら

れています．「推奨の強さの決定」でエビデンスレベルに基づ

いた推奨のグレードを分けています．「形態検査の必要性は，

……可及的にすべての検査を行うことが望ましい…グレード

C」というように個々の質問に対するグレード分けされた推奨

が載っているのです．最後のページにはその裏付けとなる論

文がアブストラクトの形で収載されています．

これでは世の中は変わらんだろう

しかし，このような一般的な質問に基づくガイドラインで

は，世の中は変わらないでしょう．ガイドラインというのは，

臨床家の立場からは，臨床判断に迷う複数の選択肢があると

きに，どの選択肢の予後がいいかという情報が与えられるよ

うなものがいい．患者の立場からは，複数の選択肢の中から

いずれの選択が，自分の望む結果に近いか分かるのがいい．歯

科治療では診療する立場が望むアウトカムと患者の望むアウ

トカムが全く違うということがしばしば起こります．この違

いを擦り合わせるものがあってもいい．

もうひとつ重要なのが，医療財政の視点です．複数の治療

の選択肢の中からいずれの選択肢が，治療効果／コストの点

で優れているか．こういったものを呈示する必要があります．

ガイドラインはいろいろ定義されていますが，最近のガイド

ラインに共通するのは，体系的に策定されているかという点

です．湯浅先生のご指摘のとおり以下の 6つの体系です．

1．Patient Question→ Clinical Questionを把握している．

患者の疑問に基づく臨床の疑問に連結している．

2．SR（系統的総説）の手順で検索している．

その疑問に応えるために systematic reviewという手段を使

ったか．

保険の約束ごとに沿って診療をしていたドクターにとって，メインテナンス中心の診療を進めることは，何もかも疑問

だらけです．ドクターも分からなければ，歯科衛生士も患者さんも？？？　一歩，診療室の外に出ると，健康情報はあ

ふれていますが，何が確かな役立つ情報か？　ここで分かったふりをするのではなく，根拠を調べて，シンプルな結論

を探して指針にしよう．こう考えて，助っ人をお願いしました．

以下は内藤徹さん（福岡歯科大学）の基調報告とキックオフミーティングの議論の概要をまとめたものです．
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第一段階は臨床の疑問から

豊島：第一段階で臨床の疑問をたくさん

出してもらいたい．ガイドラインを全部

作るのでなく，臨床の疑問で頻度の高い

ものから毛色の変わったものまで整理し

てみて，既存の情報で処理されるもの，

海外のものも含めて，日本の特殊性も反

映して，絞り込んでいくプロセスを焦ら

ず詰めていく．臨床の疑問を正直に出し

合ってまとめたという作業は誰もやって

いない．最初は臨床の疑問が出てこない

んですよ．話を詰めていって目の前の患

者さんの話になってくると臨床の疑問が

出てくる．高齢で生きる意欲をなくした

おばあちゃんの抜歯はすべきか？　同じ

抜髄だが臨床症状を強く訴えていない高

齢者にはどのような治療をするべきか？

このように出てきたいろいろな疑問は，

解決に向けて質的研究あるいは量的研究

が必要だ，というように皆でイメージを

整理していく．

杉山：メインテナンスに絞ったほうがい

いと思う．

日本ヘルスケア歯科研究会・診療ガイドラインに向けて（要旨）

3．GRADEシステムで，エビデンスの質の評価と推奨度を

決めている．

4．患者が参画しているか．

5．外部評価が行われているか．

6．アブストラクトテーブルが作られているか．

以上のような確たる形式に基づいている必要があるという

のが湯浅先生のご指摘でした．なるべくこれに沿う形で，日

本ヘルスケア歯科研究会として今の診療で必要なガイドライ

ンを作りたいと考えています．実際に使えるもの，使ってみ

て，評価してみて，これをガイドラインとして使っていけば

このように診療は変わるのではないかと提案をしていきたい

と思います．

ガイドラインを必要とする一つの臨床例として，A子さん

という 22 歳の女性のものを挙げます．

A子さんの場合

22歳の女性．笑顔には自信がある．虫歯は一本もない

けれども，定期的に歯科を受診して，ときどき歯の清掃

もしてもらっている．そんなある日，念のために歯科医

院で撮ってもらったレントゲンに，親知らずが埋まって

いると言われた．いままで歯に関しては何の問題もなか

ったのに，初めて問題らしいことが起きてショックだ．

先生は，「歯ぐきの中に埋まっている親知らずです．今

は何ともないようですけど，将来痛む可能性があります

よ．歯ぐきを切って，骨を削る必要がありますけど，今

のうちに抜いておいたらどうですか？」と抜歯を勧める．

でも，正直いって，歯ぐきを切って骨を削るなんてとて

も痛そうで怖い．いま何ともないこの歯は，本当に抜い

た方がよいのだろうか？

歯科医から抜歯を勧められて，「本当に抜いたほうがよいのだ

ろうか」と迷ったという問題です．実は，歯科医にとっても患者に

とってもこの答えとなるようなガイドラインがイギリスの NHS の

NICE（National Institute for Clinical Excellence）のガイドライン

（Guidance on the Extraction of Wisdom Teeth）に「病気（症状）

のない埋伏智歯は手術（抜歯）をしてはならない」と，しっかり明

記されています．症状のない埋伏智歯については「患者の利益

となる信頼できる研究がない」と．もちろん reference をつけてい

ます．この翌年から第三大臼歯の抜歯が減り，事故の件数が減

り，医療費が減るという三つの効果がでています．

臨床上の疑問をもう一つ出します．

「40歳以上60歳未満の成人に見られる，う蝕の兆候の

ないくさび状欠損は充頡処置をする必要があるか？」

背景：

くさび状欠損は，咬合による応力集中および過度なブ

ラッシングに由来する歯頸部の歯質欠損である．しばし

ば修復処置が行われるが，脱落も多く，新鮮な象牙質面

を露出させることによるう窩の拡大も懸念される．また，

臨床的には長期にわたってう蝕性の変化の見られないく

さび状欠損も多数見られる．

くさび状欠損は，もともと，咬合力のエナメル―象牙質境

への応力集中によって起きるのですから修復物の脱落も多い

し，削ったところがう蝕になった場合は，さらに新鮮な象牙

質面を露出させるからひどくなります．どちらが有利でしょ

う．臨床的に長期にわたって変化の見られないくさび状欠損

も多数あります．削って充頡するか，削らないか，どちらが

有利かを考えるために，どんな条件のくさび状欠損について，

どんな介入を行った場合，どのような予後かを調べ，文献を

調べ，要約し，ガイドラインの骨子を使って，推奨をグレー

ド別に分けて示す．それを実際に日本ヘルスケア歯科研究会

の会員が予後調査をやってみたらどうなるか．このような方

法であれば，ガイドラインで世の中を変えられるかもしれな

い．これがガイドラインについてコアメンバーから相談を受

けたときの私の最初の言葉でした．

（文責　秋元秀俊）
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6 診療室の目標 4 新たなう蝕・歯周病の発症をコントロールし，70 歳時の平均欠損歯数を 5歯以下にする

内藤： 7 月のワークショップは狭いガイ

ドラインづくりをパイロットとしてやっ

てみませんか．

豊島：ガイドラインを作るの？　一番完

成度が高いのは NICE の定期健診だか

ら，まず勉強する…

秋元： NICE の定期健診のガイドライン

は，日本ヘルスケア歯科研究会の先生方

にとって，なかなか受け容れにくいでし

ょうが，ためになるガイドラインでしょ

うね．「頻度の高いメインテナンスの必

要がない」という内容ですから．

豊島： NICE の定期健診のガイドライン

は「するな」ではなく，よく読むと，細

かな詰めが足りないことがわかってく

る．NICEのハイリスクには定義がない．

日本人のようなう蝕経験歯数が高い人は

全部ハイリスクになる．ではハイリスク

の人たちの定期健診をどのようにする

か，何も書いていない．2級インレーが

山のようにある目の前の患者さんを管理

していく責務が我々にはある．どれくら

いリークがあると，無症状の再修復を勧

めるのか．でも患者さんは「症状がない

のに，歯科にかかるたびに詰め直しにな

る…」となる．

その辺のディテールがないのが日本の定

期健診の辛いところだと思います．日本

ヘルスケア歯科研究会であれば，そうい

う定式を作って「私はこの範囲から外れ

ることはしない」と宣言できる．また，

「日本ヘルスケア歯科研究会の診療所で

あればある共有しているものがある」と

なれば患者は助かります．

杉山：たとえば，私は 10 代の充頡物の

ない人に対して，レントゲンをどのくら

いの間隔で撮るべきかですごく迷う．

豊島： NICE では，見るチャンスを増や

すことで対処しているのだと思います．

歯牙交換期のバイトウイングや修復物の

多い人のレントゲンについては別に検討

していかないといけない．

患者の参画

秋元：患者の参画は，誰が適切に患者を

代表できるか，非常に難しい．

たとえば 6人位メインテナンス

の患者さんを集めてフォーカス

グループインタビューしてそこ

から疑問を吸い上げてくるとい

うのはどうですか．

内藤：フォーカスグループで可

能かもしれないですね．

豊島：フォーカスグループで思

わぬ発見をしていきたいわけだ

から，自分たちでやらないとた

めにならないですね．分析して

いるうちに分かってくることがある．セ

ンスのない専門家のグループにまかせる

と上っ面なものになってしまう．（患者

さんに）「健診，どうですか？」と聞く

と，「集団健診だと職場を抜けられる」

と声の小さい人が言う．日本の風土の中

では，子供の頃から健診だと皆で職場や

学校を抜けられた．皆と一緒に遠足に行

くようなもの．そういう文化を，職場の

管理者は否定する．若い人，特にフリー

ターや定収入を得ていない人は昼間の歯

科診療所に行きにくい．そこをどうする

か．このようなことはアンケート調査を

やっても出てこない．グループインタビ

ューで疑問を拾うのはいい方法ですね．

海外のガイドラインを評価する作業も

湯浅：パイロットでこういうふうに作り

ますよ，というのであればなんとかでき

ると思うんです．それぐらいで，豊島さ

んが言うような海外のガイドラインの評

価をやって，もう一回考え直すのが僕は

いいのかなと思います．

内藤： NICE のガイドラインは，臨床家

向けと患者向けがあります．読むのだけ

でも四苦八苦します．

秋元：あまり背伸びし過ぎても賞味期限

が切れる．更新ができない．

豊島：現実的に子供の定期健診は学期休

みごとになります．夏休み，春休みごと

ですね．

内藤：それだったら割と評価の方は簡単

ですよ．3ヵ月ごとのデータは今まで集め

てあるし，年に 1 回も来てない人のう蝕

罹患は多いというデータはすでに出てい

るから．文献＋私的データで議論できる．

政策にどう反映させるかというと，極端で

すが，3ヵ月に 1度来ている人をディスカ

ウントするというような政策提案もできる．

そうして治療に使うよりもロスが少ないと

いう結果が出れば認められるでしょう．

杉山：こういう発想で作っていって 11

月のシンポジウムまでにある程度の形に

もっていかないと…．既存のガイドライ

ンと言われるものは本来のガイドライン

ではない．それを覆して本来のプロセス

を経たガイドラインを日本ヘルスケア歯

科研究会でやりたい．

内藤：その理解は，日本ヘルスケア歯科

研究会の会員で共有するのですか？

杉山：今回こういう試みをしましたとし

たら関心が出てくると思う．

内藤：それだったら講義でできますね．

7 月に実感してもらった人から 11 月に

報告してもらうのもいいですね．

健康手帳と表裏一体

豊島：ガイドラインと健康手帳は表裏一体

だと思っているんです．とくに患者さんに

とっては，健康手帳がガイドラインに則っ

ていれば，それにこしたことはない．これ

を使うことで，患者さんとのコミュニケー

ションがうまくいく．ウチではココを変えた

いという要望に対しては改定してみて，成

果が出たか出なかったか評価する．フィー

NICE のガイドライン（智歯の抜歯）



ドバックも非常に大事だ．

秋元：今はまだ研究会内のコンセンサス

が十分ないので，健康手帳は踏み込んだ

表現のない簡素なものです．こういう診

療の進め方ですよという以上のことは書

いていない．

内藤：まとめますと 7月のワークショッ

プでは Clinical Question 提案をして KJ

法みたいなもので整理して，文献を検索

して考察をする．その後，Cl in i c a l

Question を解決できなくても，その過程

を含めて 11 月に報告をして，ガイドラ

インについての理解を皆で深める．そう

いうことですかね．

豊島： KJ 法みたいなものをした後にど

うするかという方向までは皆納得して帰

らないと，何のために疑問を整理したの

かわからない．

秋元：7 月から 11 月までの間に歯科利用

者のフォーカスグループインタビューをやっ

て，ある程度の利用者 Clinical Question

をあげることは可能でしょうかね．

豊島： 7 月 16 日のときどんなガイドラ

インの方向性が欲しいか，方向性が出て

きたなかで，本当にみんなが定期健診の

ことについて知りたいねとなったとき

「歯科の定期健診を利用している患者さ

ん」を集めてフォーカスグループをす

る．定期健診を受けたこともない患者さ

んを集めてもそういう方向性はでてこな

い．大人の歯周病が欲しいのであれば，

「歯周病のメインテナンスを受けている

患者さん」と括り絞って議論する．

湯浅：日本ヘルスケア歯科研究会では，

Clinical Question とか Patient Question は他

の学会よりしっかり作れると思うんで

す．しっかり作って，それだけにする．

他の学会に対して，本当の Clin ica l

Question とか Patient Question はこうな

んだと出して，あとは他の学会に作って

もらう．美味しいところだけいただく．

こういうことできませんか．

参加者一同：それいいね．

湯浅：Clinical QuestionとかPatient Question

をどこでどうやって作って誰に頼むかで

いつも一番悩むのです．Question を作っ

てしまえば，abstract table まで向こうで

作ってもらえる．後はそれを利用して逆

に推奨のグレーティングのところは自分

たちでやる．

参加者一同：そうしましょう．
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力を合わせて発表すればスタッフがまとまる，レベルが上がる

ポスター発表大募集！

ポスター展示「健康を守り育てる様々な試み」
担当責任者：岡本昌樹（オピニオンメンバー　東京ヘルスケアグループ）

11月 10日　12:00 a.m.～ 6:30 p.m.

11月 11日 9:20 a.m.～ 4:00 p.m.

会　場：ホールロビー
発表者：会員有志（個人，診療所単位，グループ可）
発表者（正会員）には 2ヘルス（研究会内通貨）付与します．

形　式：ポスター発表
展示パネルサイズ：幅 90 cm×高さ 180 cmまで
ポスター作成サイズ：模造紙１枚または A4用紙約 12枚分
内容：自由（健康を守り育てる診療所づくりに関するもの）

※応募例：次のようなポスター発表をドシドシお寄せください．
診療所づくり
医院の情報共有化，医院の滅菌滅システム，新人教育システム，受付での対応工夫

臨床活動
健康ノートなど患者むけ情報提供の工夫例，禁煙支援での工夫例，
認証一歩手前も医院の実績発表

地域での活動報告
歯科衛生士からの自由発表
歯科衛生士基礎コース参加診療所の医院改革例　　　などなど

発表ポスターはニュースレターに掲載します．なお，当日に優秀賞を選考・表彰する予定です．

申込締切： 8月 25日
ポスターの提出締切： 10月 25日

※カラープリントなどご相談に応じます．事務局までお問い合わせください．

第 10回ヘルスケアシンポジウム
ポスターセッションの様子



6 月 10 日に大阪にてNPO法人ウェルビーイング，関西ウェ

ルビーイングクラブ，日本ヘルスケア歯科研究会共催で「臨

床予防歯科を考える」をテーマにした合同セッションが開か

れました．当日の詳細は一緒に参加した神戸市開業の近藤さ

んの報告を読んで頂くことにして，私はその準備も含めて

NPO 法人ウェルビーイング，関西ウェルビーイングクラブ

（以下，両団体を合わせてウェルビーイング）の方々と 3回お

会いして感じたこと，気がついたことを書いてみたいと思い

ます．

❍ 共通の思い

「ウェルビーイングと日本ヘルスケア歯科研究会って仲が悪

いんじゃないの」と思っている方がおられると聞いたことが

ありますが，むしろ根本の部分では日本の歯科界では最も共

感できるグループだと思います．

ウェルビーイングを立ち上げられた中村譲治さんとは数年

前に一度雑誌の編集会議でお会いしたことがありましたが，ゆ

っくりと話をすることができたのは今回が初めてです．たく

さんのことをお話ししましたが，今から 34 年前の 1973 年に

歯科界に予防の概念が全くなかった時期から一貫して初志を

貫いてこられている姿勢は素晴らしいの一言です．

「人々が生涯にわたりWell-Being（健やかで幸せ）に生きる

ことができるように支援する」ことを目標とするウェルビー

イングに対して，日本ヘルスケア歯科研究会は口腔の健康を

守ることによって「人々が生涯にわたって快適な咀嚼と自由

な会話と若さと尊厳に満ちた微笑みを維持することができる

ように」と設立趣旨で謳っているように共通です．

活動の方針でも，中村譲治さんが「利他的」と表現される

ように，自己の診療室の利益のための予防ではなく，患者，一

般住民の利益を目的とする活動はまさしく私たちの日本ヘル

スケア歯科研究会と共通の理念です．企業との距離感は微妙
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8 診療室の目標 1 5 歳児でカリエスフリー 90 ％以上を実現する

に違うように見えますが，一つの企業と結びつくことなく公

平な立場を貫くことに違いはありません．

しかし，二つのグループの目的が人としての幸せであった

としても，そこに到達するためのアプローチの方法は全く違

うと感じました．

ウェルビーイングでは，「一人の人間」へのアプローチから

入っていこうとしているように私は感じました．反面，日本

ヘルスケア歯科研究会はう蝕，歯周病というような「疾患」を

入り口にして歯科保健に携わる専門家として何ができるかを

追求しています．この違いがあたかもウェルビーイングと日

本ヘルスケア歯科研究会の仲が悪いように見える原因ではな

いかと推測しますが，このようなアプローチの違いは些細な

ことだと思います．目の前の患者さんに対しては，できるこ

とを全て取り入れるのが臨床家の務めです．それぞれの良い

ところを学び合う，それでよいのではないでしょうか．

❍ 外から見た日本ヘルスケア歯科研究会

ウェルビーイングの方も日本ヘルスケア歯科研究会の会員

と話をする機会が少ないからでしょうか，様々なところで多

くの質問や研究会に対して意見をいただきました．質問や意

見の中には過去の研究会の印象によるものもありましたが，私

たちの会は 1998 年に設立され 9年が経過し，その間執行部が

変わり時代も変わっていますので無理もないと感じました．こ

のような外からの意見をよく聞き正面から答えることで，今

の研究会の考え方を整理することができます．

最も多かったのは，日本ヘルスケア歯科研究会は「型には

める」「厳しい，しんどい」というものでした．「口腔内写真

がないと認証の申請もできない」「データ，データと言われる」

「サリバテストを全員にしなければならない」などいろいろあ

りました．当たっているところもあれば誤解されていること

もあるというのが実際のところでしょう．

私は日本ヘルスケア歯科研究会では結果を評価するための

データは不可欠だと理解しています．この部分に関しては「型

にはめる」のではなくこれが「当たり前」なのです．サリバ

テストに関しては，誤解を招かないように表現することはか

なり難しいことです．う蝕と歯周病という疾患をよく知り，リ

スクをコントロールするためにはできるだけ多くの情報が必

要と思います．「専門家なら（リスクは）見ればわかる」とも

言われましたが，私はそんなに簡単ではないと思います．サ

リバテストは私たちが得ることができる貴重な情報の一つで

の風に吹かれて
藤木省三（神戸市開業）

外外
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す．ただし，その評価や活用法には未解決の問題も残されて

います．

私個人はサリバテストに関しては取り入れた当初から微妙

に考え方が変わってきています．リスクコントロールの概念

が知られていなかった研究会設立当初は，とにかくできるだ

け多くの人にサリバテストを行うことが必要だと考えていま

した．そうしているうちに脱灰と再石灰化のメカニズムとそ

の人のリスクの関係がよくわかるようになってきました．と

ころが，ケースが増えるにつれてテストの結果と実際の口腔

の状況と一致しない人が現れたり，一部はその後の処置に影

響をほとんど与えないことに気がつき始めました．

私の場合，今では，細菌検査も含めた検査は子供とハイリス

クと考えられる成人に限られるようになりました．私の診療室

に限って言えば，ミュータンス菌が多い子供は定期管理からは

ずれると多数歯う蝕になる割合が高くなることがわかっていま

すので，子供たちにはできるだけ勧めるようにしています．成

人の細菌検査が少なくなった代わりに，唾液分泌量の検査は高

齢者ではほぼ毎年おこなうなど，以前よりも個々の患者さんに

よりきめ細かな対応ができるようになっています．

認証制度でも，昔のようにサリバテストの実施率を評価す

るのではなくその診療室のリスクコントロールの考え方を評

価するように変わってきています．

細菌検査を含むリスク検査とその評価に関してはまだ未解

決の問題があることは認めなければならないし，私たちだけ

では解決できない問題だと思います．

今回お話しできたウェルビーイングの会員の中には，日本

ヘルスケア歯科研究会の会員や，かつて会員だった方もおら

れ貴重な意見をたくさん聞くことができたことはよい経験で

した．未解決の問題があることは素直に認めて次に活かした

いと思います．

❍ 改めて感じた日本ヘルスケア歯科研究会のすばらしさ

日本ヘルスケア歯科研究会では口腔内写真，規格性のある

資料とそれらのデータの蓄積は当然のこととして語られてい

ます．それらの資料があるからこそ，患者さんにご自身の状

況を適切に伝えることができます．この感覚はルーティンに

口腔内写真を撮影している診療室ならよくわかると思います．

さらにそれらの情報は，患者に伝えるだけでなく診療室の自

己評価に不可欠です．

久しぶりに日本ヘルスケア歯科研究会以外のプレゼンテー

ションを見て，正直に言えば物足りない気がしました．多分，

ウェルビーイングの内部では常にディスカッションがおこな

われているので共通の理解があるのでしょうが，私には「結

果」が実感できませんでした．

今後，様々な問題解決の際には患者，国民などに私たちが

実践してきた「結果」を伝えるべき時期が来ることは間違い

がないでしょう．その時に蓄積されたデータが大変重要な意

味を持ってきます．これこそ，日本ヘルスケア歯科研究会に

しかできないことだと思います．

「規格性のある資料を取り，データを入れるなんてしんどい」

それは当たり前です．でも，スタッフと院長が協力して当然

のこととしておこなえるのがこの研究会の良さだと思います．

「結果」を明らかにしてこそ，世の中に問うことができるので

はないでしょうか．

❍ まだまだできていないこと

“日本ヘルスケア歯科研究会はすばらしい”と書きましたが，

“すばらしくなる可能性がある”というのが正しい表現です．

昨年の調査 1に参加したのが 31診療所．調査 2はたったの 15

診療所です．1,000 を越える正会員のごくごく一部でしかあり

ません．私は不満です．このままでは，「昔日本ヘルスケア歯

科研究会ってあったよね」で終わってしまうだろうと思いま

す．活動を始めて 34 年を経過するウェルビーイングに比べれ

ば私たちはまだまだ若者です．若者は若者らしくがむしゃら

に（！）頑張ってみようではありませんか．

次の課題は地域への活動です．私たちの会員の多くは開業

しており，診療室できちんと結果をだすことが第一の目標で

す．しかし，自己の診療室がよくなるだけで完成ではなく，自

分がいる地域に波及させてこそ意味があります．当会の会員

には地元の歯科医師会に入って尽力されている方が多くおら

れます．しかし，それらの会員間に情報交換の場もなく，研

究会としての地域への活動方針を話し合ったこともありませ

ん．地域活動に関する（多分，開業歯科医だけでなく他の分

野の会員も交えた）協議の場を持つことが早急の課題です．

❍ おわりに

今回のセッションは本当にいろいろ考えるよい機会になり

ました．準備をしてくださった関西ウェルビーイングクラブ

の津田先生には感謝，感謝です．今後も共通の理念を持ちつ

つお互いの良いところを伸ばして日本の歯科保健に貢献でき

ればと思います．
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*1 有限会社サンフォート（埼玉県坂戸市）
*2 株式会社ソニックテクノ　http://www.sonictechno.co.jp/

*3 有限会社ファクトリー　http://www.factory-1987.co.jp/
Factory's FileMaker Plug-inは事務局でも頒布していますが，複数購入される場合は，直接ファクトリー社よりライセン
ス購入が便利です

*4 Factory's FileMaker Plug-inをインストール後，ウィステリアで「volume名」を入力すると「OriginalFile」と
「NewFile」が作成されます

*5 あらかじめ共有設定されたフォルダ（ボリューム）に作成できます
*6 アドビシステムズ社　http://www.adobe.com/jp/ 製品版 Adobe Photoshop Elements 5.0
*7 会員用ホームページの掲示板やウィステリア Q&Aをご活用ください

口腔内写真の撮影とそれを用いた患者

さんへの説明は，2000 年の開業時から

ルーティンに行っていましたが，それら

はアナログでした．このたび，デジタル

カメラの導入を行いましたが，思いがけ

ずいろいろな問題にぶつかりました．

開業当時，デジタル一眼レフカメラは

高価で重かったこともあって，アナログ

撮影を選択しました．システムとしては，

ペンタックスのフィルム一眼レフカメラ

「デンタルサン」で撮影し，ラボに出して

出来上がった写真をサンフォート*1のス

ライドプロという器械を通してソニーの

8インチのブラウン管テレビモニターに

接続して患者さんの説明に使っていまし

た．一度システムを組んでしまうとなか

なか変更することが面倒になり，同じス

タイルを昨年まで続けていました．しか

し，患者さんの数が増えスライドの管理

も大変になったのと，メインテナンス患

者さんに健康手帳を渡すようになってか

ら，写真をプリントする頻度が増え，そ

の度にスライドをスキャナーで取込むと

いう煩雑な仕事が増えたため，デジタル

化に踏み切ることになりました．

まずはカメラ選びから始まったわけで

すが，メインテナンスの手間や，値段な

どをいろいろと総合して，ソニックテク

ノ社*2からキャノンデジタル Xを購入

しました．カメラさえ買ってしまえば，

撮影方法はアナログと変わらないので，

後は撮ったデータをウィステリアに入れ

てしまえば簡単と高をくくっていたので

すが，ここからが苦労の始まりでした．

まずは写真データをウィステリア Pro

で表示するために P l u g - i n ソフト

（Factory's FileMaker Plug-in*3）なるもの

が必要であるとのことで，それを購入し

ました（研究会事務局経由）．もともと

ウィステリアはサーバー機 1台に，各ユ

ニットのクライアントが 3台で LANを

組んで動かしていたので，Plug-in をマ

ニュアル通りにサーバー機にインストー

ルし，そこで写真データを取り込み，画

面に表示させました．チェアサイドのク

ライアント機でも表示させようと思いウ

ィステリアを開いたのですが，画像が表

示されません．レセコンの関係上診療室

はWindows マシンを使っており，ウィ

ステリアもそれの上で動いています．私

個人はパソコンを始めた 10 年前からず

っとMacintosh でしたから，Windows の

知識が乏しく，自分で解決する限界を感

じ，ウィステリアの開発者の藤木省三さ

んと，同じようにウィステリアへの入力

に苦労されたという姫路の寺田昌平さん

にご相談しました．すると，まず「Plug-

in ソフトがクライアントごと必要」との

ことでした．今考えると当たり前のこと

ですが，恥ずかしながら知りませんでし

た．それと，サーバー機に Plug-in をイ

ンストールした時に作成 *4 される

「OriginalFile」と「NewFile」をファイル

共有にする必要があるとのことでした．

写真データはまずサーバー機の

「OriginalFile」に格納され，ウィステリ

アに入力した時に「NewFile」に移行す

るためクライアント機でそれを操作する

にはこれらのフォルダをファイル共有設

定 *5し，クライアント機で表示させな

いといけません．正しくファイル共有設

定ができればクライアント機の「マイネ

ットワーク」を開くと共有されたサーバ

ー機の「OriginalFile」と「NewFile」が

表示されます．クライアント機から撮影

した口腔内写真をサーバー機に取込む際

も，この共有された「OriginalFile」に入

れれば 0Kです．

これで何とかクライアント機で写真デ

ータ入力と表示ができるようになってや

れやれと思っていましたが，実際入力す

る際に，ミラー撮影した画像を反転した

り，顔写真を回転させたりする必要があ

ることに気が付きました．これは画像処

口腔内写真デジタル化奮闘記

斉藤　仁（札幌市開業）
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参　考

サーバー PC

クライアント 1

※WindowsXP／Windows2000 推奨．現在WindowsVistaでの動作は未確認です

※ FileMakerServer使用およびサーバー PCで画像を
表示しない場合 Plug-in不要

画像を共有する全て
のクライアント PC
に F i l e M a k e r T M と
Factory’s FileMaker
Plug-inが必要

Hub ; 
100base-T/1000base-T

FileMaker
Pro.     

Factory's
FileMakerPlug-in

ウィステリア

FileMaker
Pro.     

Factory's
FileMakerPlug-in FileMaker

Pro.     

Factory's
FileMakerPlug-in FileMaker

Pro.     

Factory's
FileMakerPlug-in

講　師： 伊藤　中（会員　茨木市開業）
講演内容：
一般開業歯科医院における齲蝕と歯周病の cause related therapy

齲蝕編 caries risk control

初期齲蝕病変への対応
歯周病編 診査／診断

歯周デブライドメント
ライフステージごとのリスクコントロールの実際
臨床データが教えてくれること

日　時： 2007年 10月 21日（日）10:00 a.m.～ 4:30 p.m.

会　場：大阪大学中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
大阪市北区中之島 4-3-53

TEL. 06-6444-2100

http://www.onc.osaka-u.ac.jp/index.html

定　員： 150名（定員になり次第締め切り）
参加費： 歯科医師 15,000円　歯科医師以外 10,000円（昼食込み）
問合わせ先：
大阪大学歯学部同窓会学術講演会係

TEL. 06-6875-1389（直通） FAX. 06-6875-1353（専用）
大阪大学歯学部同窓会学術委員会ホームページ
http://www2.osk.3web.ne.jp/~oud/

大阪大学歯学部同窓会第 73 回学術講演会
カリエス，ペリオのリスクコントロールの実際

―幼年期から老年期まで―

理ソフトが別途必要です．たまたま家庭

用に昔購入したデジカメに付属していた

フォトショップの限定版（Ad o b e

photoshop 5.0 Limited Edition*6）があっ

たため，それを各ユニットにインストー

ルしました．デジカメのコンパクトフラ

ッシュからパソコンに取込む際に，画像

処理が必要な場合は，先に反転などを行

ってから「OriginalFile」フォルダにデー

タを移すようにしました．あとは機械的

にウィステリアに取込んでいけばよいだ

けです．取込みは撮影した担当衛生士が

責任をもって行うというルールにし，取

込みのマニュアルを作成し，それに沿っ

て誰でも間違いなくできるようにしまし

た．ウィステリアは他の業者が提供する

管理ソフトと比べると値段が安い分だけ

多少パソコンの知識が必要です．しか

し，うまく使いこなせば他のソフトより

融通が利いて使いやすいと思います．ま

た，研究会の仲間がいろいろな環境で独

自に使いこなしているので，分からない

ことがあれば誰かが教えてくれます *7．

教えてもらった人はそのことに感謝し，

次に自分が別な人に聞かれた時に，快く

アドバイスしてあげるでしょう．こうし

て全国に日本ヘルスケア歯科研究会のネ

ットワークができていくこともこのソフ

トの不思議な魅力なのかもしれません．

クライアント 2 クライアント 3
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歯科衛生士の業務に関して歯科医療分野では，誤った法解釈

が信じられています．いくつかの県では，技官がその誤解を改め

るどころかそれを利用して歯科衛生士業務を抑制し，保険診療

で効率的な歯周治療を制限するような事態も起きています．また

歯科医師のいない高齢者・障害者施設で歯科衛生士が単独で予

防処置ができないとする解釈が，歯科衛生士による施設での口

腔ケアを困難にしています．歯科衛生士が実力をつけても業務

範囲がこのように制限されるとすれば，3年制になった歯科衛生

士学校の定員割れは年々深刻なものになるでしょう．

日本ヘルスケア歯科研究会の呼びかけに対し，様々な現場

で，誤った法解釈の是正を求め，その法解釈を許す継ぎ接ぎ

の歯科衛生士法を改正することを求める署名の輪が広がりま

した．5月末には，もっと時間が欲しいという悲痛な訴えが事

務局にいくつも届きました．しかし今回の署名は，日本歯科

医師会が日本歯科医学会の答申を受けて法改正にアクション

を起こすことを促すという具体的な日程の目標がありました．

署名は，6 月 4 日朝までに 48,588 名に達しました．ご協力

ありがとうございました．もっともっと署名を集められるの

に，と訴えられた皆様，申し訳ありません．遅れて到着した

署名を合わせて約 50,000 名になりました．

わずか20日で48,588名の署名

定期メインテナンス患者さんとそのご家族の署名を集め，1

医院で数千人の束を宅急便でお送りいただいた医院，ご自身

お一人の名前を署名し，速達でお送りいただいた方，歯科衛

生士学校まるごと協力していただいた例がいくつもあったの

はもちろん，大学の医局，保健所，県歯科医師会でまとめて

署名活動に参加していただきました．中心になって署名を集

歯科衛生士法の改正を求める陳情署名

協力と理解の輪を拡げた 20 日間

秋元秀俊（会員・医療ジャーナリスト）

署名は 6月 4日朝までに 48,588 名に達しました

めてくださった方は，

日本ヘルスケア歯科

研究会会員だけでは

ありません．様々な

グループ，学会に所

属する方が，この問

題の緊急性を認識し，

積極的に協力してい

ただきました．あり

がとうございました．まとめて郵送いただいた方にはお礼と

ご報告を郵送しましたが，間接的に協力してくださった方々

には報告ができていません．会員の皆様は，各自，協力者へ

のお礼をお願いします．

陳情署名を提出

6 月 4 日午前，コアメンバーの杉山精一（歯科医師），オピ

ニオンメンバーの長岐祐子（歯科衛生士），事務局秋元秀俊は，

厚生労働省大臣秘書室に瀧ヶ平仁大臣付を訪ね，署名の山と

ともに陳情趣意書を手渡しました（写真上）．つづいて医政局

歯科保険課に日高勝美歯科保健課長を訪ね大臣宛陳情趣意書

の写しを提出し，「歯科衛生士法の誤った解釈の是正」を求め

るとともに「歯科衛生士法の改正作業に着手」することを要

望しました．

記者会見

厚生労働大臣陳情を終えた杉山精一らは，厚生労働記者会

において陳情署名と陳情趣旨について「初期・中等度の歯周

病治療において非常に重要な役割を担う歯科衛生士のスケー

リング・ルートプレーニングが一部の社会保険事務局指導医

療官の誤った法解釈により不当な制限を受けている，悪化し

ないうちに治療するという歯周病治療において歯科衛生士の

インスツルメンテーションは極めて重要」と，この問題が歯

科医療分野において大きな関心を集める理由を説明しました．

杉山精一らは，会見の後，朝日，読売，毎日各紙の記者，共

同通信の記者らの熱心な質問を受けました．また専門紙誌の

記者会・日比谷クラブには資料を配付しました．なお，年金

問題など厚生労働関係のニュースが山積しているせいで，残

6 月 4日，48,588 名の署名を持参（コアメン
バー杉山精一），陳情趣意書を厚生労働省の瀧
ヶ平仁大臣付に手渡す．

報

告



13

2007.7.9 vol. 10 no. 3

念ながら報道にはつながっていません．

日本歯科医師会などに提言書提出

厚生労働大臣陳情と併せて，杉山精一らは市ヶ谷の社団法

人日本歯科医師会を訪ね，大久保満男会長あてに「歯科衛生

士法改正に関する提言書」を提出しました．つづいて新大久

保の社団法人日本歯科衛生士会を訪ね，金澤紀子会長あてに，

同様の「提言書」を提出しました．後日，大久保満男会長か

らは，日本歯科医学会の最終答申を受けた段階で，何らかの

考えを示したいとの非公式の回答を受けています．
陳情趣意書を医政局日高勝美歯科保健課長に提出

署名の当初の解説では，法のあいまいさがもたらす間違っ

た解釈を改める目的と法改正がいっしょになっていました．前

者は主に行政内部の不統一の問題，後者は関係団体の要請を

受けて立法に働きかける性格のものですので，陳情と同時に

以下の趣旨説明書を提出しました．

昨年 11 月 6日の神戸市の報道事例で，歯科衛生士ができる

診療補助の範囲（主治の歯科医師の指示によってその診療補

助とみなされる相対的医行為）について，社会的なコンセン

サスが十分でないこと．むしろ歯科医師，歯科衛生士の間に

同法業務範囲の正しい理解がないことが明らかになりました．

この事例は全身麻酔下での採血，点滴輸液への抗生剤滴下速

度の調整などが，歯科衛生士の業務権限を逸脱した行為では

ないかと疑問が提起された事例ですが，こうした報道に際し

て厚生労働省は条件付きで適法であると判断しました．この

事例でも厚生労働省はあいまいな法解釈を改める必要性に迫

られています．このため，間違った解釈を放置しないことを

緊急に求める趣旨を加えたものです．

厚生労働大臣　柳澤伯夫　殿

陳情趣旨

1. 歯科衛生士法の間違った解釈が放置されています。直ちに改善してください

2. 歯科衛生士法の改正作業に着手してください

1.歯科衛生士法（業務範囲）の間違った解釈の改善

私たちは、歯科疾患とくに歯周病の治療と予防において、患者さんのプラークコントロールを歯科衛生士が専門

的な技術でサポートすることが極めて有効でかつ重要であることを認識しております。とくに患者さん自身が自分

で除去することの困難なバイオフィルムおよび沈着物を専門的な技術をもって除去することが、歯周病の治療と予

防において非常に重要な処置となっています。この行為やこの処置のために目に見えない沈着物を探査する検査は、

当然のことながら歯科衛生士法において歯科診療の補助として認められています。

ところが、歯科衛生士法の誤った解釈によって歯科衛生士業務が不当に制限される事例が、社会保険事務局指導

医療官の指導などにおいて生じています。

歯科衛生士法（第 2条）の正しい解釈、すなわち歯科衛生士は歯科医師の指示の下に絶対的医行為を除く歯科診

療の補助をなすことができること、無資格者は診療補助が許されないことを、関係機関、関係団体等に周知してく

ださい。

2. 歯科衛生士法の改正作業に着手してください

歯科衛生士養成課程の充実を踏まえ、歯科衛生士が近年の歯科医学の発展により求められている業務を幅広く行

えるよう、また在宅高齢者の予防的な口腔ケアに業務上の制約が加えられることがないように、歯科衛生士法の文

言を速やかに見直し、改正される作業に着手されることを求めます。

陳情趣旨
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14 診療室の目標 4 新たなう蝕・歯周病の発症をコントロールし，70 歳時の平均欠損歯数を 5歯以下にする

歯科衛生士の業務は、昭和 23 年に定められた「予防処置」に関する文言に、「診療補助」（昭和 30 年）、「保健指

導」（平成元年）を加えたもので、公衆衛生と国民の健康な生活に貢献するという職務の理念が明らかではなく、今

日では無意味かつ微細な制限が文言に残っています。歯科衛生士養成課程は着々と整備されていますが、職業理念

があいまいなままでは、有為な人材がこの職を目指すことが制限されます。18 歳人口減少の折、法の整備は喫緊の

課題です。

歯科診療所に来院する患者さんおよびそのご家族と歯科医療関係者に呼びかけ、ご賛同をいただいた方々の 48,588

名の署名をもって陳情致します。

平成 19 年 6 月 4 日

日本ヘルスケア歯科研究会　代表　藤木省三

社団法人　日本歯科医師会

会長　大久保満男　殿

私どもでは、歯科医療関係者および歯科診療所に来院する患者さんに呼びかけ、「歯科衛生士法のあいまいな解釈

によって歯科衛生士業務が不当に制限されることがないよう」また「歯科衛生士の業務範囲を、今日の歯科医学が

求めるものとするために、歯科衛生士法を速やかに改正することを」柳澤厚生労働大臣に求める 48,588 名の陳情署

名を、本日（平成 19 年 6 月 4 日）大臣あて提出いたしました（別紙陳情趣旨）。法改正の要望が、貴会および関連

団体から提出されることが速やかな法改正の条件となることは言うまでもありません。歯科医療分野のコンプライ

アンス意識および自己改革意識の低さに社会の批判が集まっている折、あらゆる機会を使って、自己改革の意欲を

示すことが求められております。貴会のご尽力を側面的に応援する意図をもって、歯科衛生士法改正を提言いたし

ます。

歯科衛生士法改正についてのご提言

1. 歯科衛生士法の改正をご検討ください

歯科衛生士法は、昭和 23年に歯科疾患の予防処置をする専門技術者の保健所への配置を意図して制定され、その

後平成元年の第八次改正をもって現在のかたちになっていますが、職務（定義）を継ぎ接ぎして拡大したものの、

職業理念が明らかでなく、また誤解を招きやすい詳細な制限が文言に残されています。

口腔関連疾患の病因論の解明とともに歯科保健・医療は大きく変化し、歯科衛生士の教育年限が延長され教育内

容が充実し、また生活の質の維持改善を求める国民の要望は極めて大きなものへと変化しています。また高齢者の

在宅介護が国の大きな方針となり、家庭で「口から食べる」ことを支える専門家の活躍が期待されています。歯科

医療分野の専門職の職務を拡大することは、歯科保健医療の質を高め、国民の健康と生活の質を改善する上で極め

て重要です。

そこで、歯科衛生士が公衆衛生に貢献する専門職であることを宣言し、また保健活動とともに胸を張って傷病の

治療に従事できるように歯科衛生士法を改正する具体的な活動に着手されることを提案します。

同法第 2条改正試案

歯科衛生士とは、厚生労働大臣の免許を受けて以下に定める業務を掌ることによって、公衆衛生の向上に寄与し、

もつて国民の健康な生活を確保する行為を業とする者を言う。

一、歯科医師との連携の下に口腔に関連する保健指導および予防処置を行う。

二、主治の歯科医師または医師の指示の下に傷病者および高齢者に対する口腔に関連する療養上の世話または診療

の補助を行う

2. 歯科衛生士業務範囲をめぐる混乱

歯周治療において、科学的に明確に立証されている、もっとも有効で重要な対処法はプラークコントロールです。

とくに歯肉縁下のプラークコントロールは歯周病の治療と進行の抑制に極めて重要です。このため歯科衛生士は、

診療所では、歯周病の患者の歯肉縁下の器具操作（インスツルメンテーション）を重要な職務として行っています。
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ところが歯科衛生士が歯周病の治療行為として歯肉縁下の歯根面の沈着物を除去すること（いわゆるスケーリング・

ルートプレーニング）や歯周組織の検査（プロービング検査）をすることが法令違反であるとする社会保険事務局

指導医療官の行政指導や歯科医師会役員の見解が幾つかの地域で報告されています。これは法解釈の明らかな誤り

ですが、同法第 2条に混乱を生む素地があります。

歯科衛生士の職務に無理解な歯科医師は、歯科衛生士の業務範囲を著しく狭く限定する傾向がありますが、今日

歯科衛生士は、歯科診療所において、人手不足を補う存在ではなく、むしろ患者により近い視点をもって患者の声

に耳を傾け、患者の生活行動を十分に理解して行動変容を促す役割とともに、硬組織特有のバイオフィルムの機械

的除去を行う専門的な職種としてその役割が期待されています。同時に口腔ケアを通じた高齢者の健康の維持増進

とQOLの改善に大きな役割を果たすことが求められています。

因みに政府は、健康増進法にもとづく国民健康づくり運動「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」

において定期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加を掲げています（ベースライン 55 ～ 64 歳の 15.9%が 5 年

で目標値の 30 ％を超え 43.2 ％に達した）。このような事実を理解せず、歯肉縁下の器具操作が業務範囲の逸脱であ

るかのような発言が技官や歯科医師会役員にあることは極めて問題です。

日本ヘルスケア歯科研究会では、診療所における専門的なメインテナンスケアを普及させる活動とともに、それ

がどのように患者さんの健康に寄与するか成果を集めて報告しています。さらに本会では、臨床経験のある歯科衛

生士に実習教育を行い厳しい実地検定によって歯科衛生士の臨床能力の向上にも努めているところです。また特定

非営利活動法人日本歯周病学会の歯周病認定歯科衛生士制度では、歯周病患者の治療例の症例報告（いうまでもな

く歯科衛生士による検査、診断、治療行為がなければ治療例は報告できない）を認定要件として求めています。

歯科衛生士法は、こうした実状を踏まえ、歯科衛生士の職業理念を明確に謳い、その業務を患者本位に改め、ま

た業務について間違った解釈が広まらないように積極的にその役割を掲げるべきです。

3. 歯科衛生士法に定められた業務規定

歯科衛生士法は、口腔疾患予防処置の専門技術者を保健所に配置するため、昭和 23年に制定されました。養成期

間 1年の教育も始まったばかりで、「歯科医師の直接の指導の下に」という条件と「歯牙露出面及び正常な歯茎の遊

離縁下の付着物及び沈着物」の除去という法律の条文では通常考えられない具体的で厳しい限定の下に予防処置を

行うことが許されました。

その後、経済の復興に伴って診療所に勤務する歯科衛生士が増加したため、昭和 30年に歯科診療の補助が業務に

加えられました。「診療の補助」とは、保健師助産師看護師法で「療養上の世話または診療の補助」が看護師または

准看護師でなければできない」とされている規定（保助看法第 5、6条）の例外規定として歯科診療の補助に限って

歯科衛生士の業務となっているもので、この業務の追加により極めて広汎な医行為が許容されることになったわけ

です。

しかし、この改正当時は教育年限も 1年で、歯科診療の人手不足を補うというニュアンスが強く残っていました。

当時、歯周病の病因も明らかではなく、プラークコントロールを中心にした治療概念もまったくなかったことは言

うまでもありません。当時の歯周病の治療は歯肉切除と歯の固定であったため歯科衛生士が関与する余地はほとん

どありませんでした。

また昭和 40年代には受診患者数の増加に対して歯科医師数が不足していたため、歯科衛生士の業務範囲の逸脱が

生じ、しばしば問題になりました。その当時に、診療の補助として許される範囲について厚生省の見解（昭和 41年

8 月 15 日鳥取県厚生部長あて厚生省医務局歯科衛生課長回答）が示されていますが、疑義問い合わせそのものが、

歯科診療の人手不足を補う観点から業務を列挙したもので、こうしたやりとりが却って歯科衛生士業務の理解を歪

める結果につながっています。その後、教育年限が 2年に延長され、それとほぼ並行して 1年制の助手養成が始ま

りました。

老人保健法の施行に合わせて業務範囲の再検討が始まり、昭和 61 年にいわゆる榊原調査報告書が作成されまし

た。この調査報告書では、保健指導を業務に加え、免許を都道府県知事から厚生大臣に変えるだけでなく、予防処

置業務についても立法以来の厳しい限定を外す（「歯科医師の直接の指導」および「正常な歯茎の」）ことが指摘さ

れましたが、平成元年の法改正に際して、この厳しい限定は温存されてしまいました。

目下、歯科衛生士教育年限が 3年に延長されるのに伴って歯科衛生士法の見直しが日本歯科医師会から日本歯科

医学会に諮問され、昭和 23年に始まった継ぎ接ぎの業務範囲を見直すべき時期が訪れています。学問の進歩と時代

の要請に応じた歯科衛生士法の改正が必要になっています。

4. 歯周病患者の歯肉縁下のインスツルメンテーション

歯周病患者の歯肉縁下のインスツルメンテーションは、現行法では、歯科診療の補助として認められています。

ところが、歯科衛生士法第 2条 1項において「歯科医師の直接の指導の下に」「正常な歯茎の遊離縁下の」と器具操
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16 診療室の目標 1 5 歳児でカリエスフリー 90 ％以上を実現する

作が限定されていることを取り上げて、それ以外の行為を禁止するかのように解釈する向きがあります。今日では、

「正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること」すなわち浅い歯肉溝内のインスツ

ルメンテーションは歯石を触知した場合だけに制限すべき処置であり、必ずしも推奨されていません。このような

科学的実証によって左右される事柄を法律で取り上げることは、そもそも適切ではありません。

歯科衛生士法第 2条二項の 2は、保健師助産師看護師法第 31 条第 1項及び第 32 条の例外規定として、歯科診療

の補助が刑法 35条の正当行為（目的の正当性、手段の相当性、法益の衡量、患者の承諾による違法性の阻却）とな

ることを認めたものであり、さらに「歯科医師の指示」がなければ危険な診療の補助をしてはならないこと（第 13

条の 2）が確認されています。いわゆる医行為のカテゴリーにあって、患者に危害を加える恐れの大きな行為（絶

対的医行為）は、この診療補助に含まれません。絶対的医行為の範囲は、時代によって変化するグレーゾーン（最

近では平成 14年の局長通知で、看護師の静脈注射は絶対的医行為ではないと変更された）ですが、いわゆる榊原調

査報告書では�歯の切削�切開や抜歯などの観血的処置�精密印象を取ることや咬合採得�歯石除去術のため

の鎮痛処置を除いた薬剤の皮下注射や歯肉注射とされ、これが絶対的歯科医行為の範例となっています。すなわち

歯科衛生士に十分な技倆があり、歯科医師がそれを理解して指示をするならば、スケーリング・ルートプレーニン

グや検査などは適切な診療の補助業務です。

平成 19 年 6 月 4 日

日本ヘルスケア歯科研究会　代表　藤木省三

参　考　歯科衛生士法

第 13 条の 2

歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当たっては、主治の歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医

薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる恐れのある行為をし

てはならない。ただし、臨時応急の手当てをすることは差し支えない。

第 2条

この法律において「歯科衛生士」とは、厚生大臣の免許を受けて、歯科医師（歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下

同じ。）の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子を言う。

一　歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。

二　歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。

2 歯科衛生士は保健師助産師看護師法第 31 条第 1項及び第 32 条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とす

ることができる。

3 歯科衛生士は、前 2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることがで

きる。

社団法人　日本歯科衛生士会

会長　金澤紀子　殿

私どもでは、歯科医療関係者および歯科診療所に来院する患者さんに呼びかけ、「歯科衛生士法のあいまいな解釈

によって歯科衛生士業務が不当に制限されることがないよう」また「歯科衛生士の業務範囲を、今日の歯科医学が

求めるものとするために、歯科衛生士法を速やかに改正することを」柳澤厚生労働大臣に求める 48,588 名の陳情署

名を、本日（平成 19 年 6 月 4 日）大臣あてに提出いたしました（別紙陳情趣旨）。貴会および関連団体が法改正の

要望を提出されることが速やかな法改正の条件となります。貴会のご尽力を側面的に応援する意図をもって、歯科

衛生士法改正を提言いたします。

歯科衛生士法改正についてのご提言

以下，社団法人　日本歯科医師会とほぼ同文のため省略
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去る2月 10日から 12日まで，京都府立医科大学図書館ホ

ール（京都市上京区河原町広小路西入る）において『みやこ

禁煙学会』が開催されました．この大会は京都禁煙推進研究

会発足 10周年を記念して，第 16回日本禁煙推進医師歯科医

師連盟総会と第 1回禁煙学会総会と第 18 回京都禁煙推進研

究会禁煙指導講習会の 3つの会を合同で開催したもので，わ

が国の禁煙推進活動を担う組織が一堂に会したものです．大

会長は NPO 法人京都禁煙推進研究会理事長の田中善紹先生

で，今大会のスローガンは〈おいでやす　千年の都に～ここ

ろ一つに　広げよう禁煙の輪～〉とされ，私たちの目指すと

ころは「タバコのない世界」であり，各種禁煙推進団体がひ

とつにまとまっていくことを期待しています．

開会式では，京都府歯科医師会や京都府歯科衛生士会をは

じめ各医療団体代表の来賓から祝辞をいただきました．本学

会では一般口演 30題，ポスター発表 21題，シンポジウム 9

題の発表が行われ，歯科関係は 7題ありました．そのうちの

5題を簡単に紹介させていただきます．

「国民統計でみた喫煙と歯科疾患との関連性」の発表では，

20～ 39歳で喪失歯ありと喫煙との関連，40歳以上で現在歯

19 本以下と喫煙との関連，歯周病と喫煙の関連，60 歳以上

で無歯顎と喫煙の関連，小児で未処置う蝕と受動喫煙との関

連が認められていました．

私も演者のひとりである「歯肉メラニン色素沈着実態調査」

では，喫煙，受動喫煙により色素沈着の出現率が増加すること

が改めて確認できました．また禁煙してからの経年的変化によ

り，色素沈着は消失する傾向を示していました．受動喫煙者群

における男女別出現率は女性に多く，女性は喫煙に対する感受

性が高く，受動喫煙の影響を受けやすいと思われます．

「わが国の歯科における禁煙支援に関する調査から」では，

禁煙支援を試みた歯科医師が72%であり，禁煙率は15.8%で，

歯科衛生士がいる診療所の方が，有意に高いとのことです．禁

煙支援に歯科衛生士が関与している率は，73%であり，禁煙

率も高い傾向にありました．このことにより，歯科衛生士が

禁煙支援プログラムに関わることによって，禁煙支援がより

効果的になる可能性が示されました．

「日本歯周病学会評議員に対する喫煙に関する質問票調査」

では，喫煙と歯周病との関連ついては 93.8%が関連ありと回

答され，専門医の資格要件として非喫煙者であることを制度

として設けることについては，賛成が 80%を占めました．臨

床医の約半数が患者の喫煙状況についてほぼ全員の把握をし

ており，初診時に確認していることが多いそうです．また80%

が重症な歯周病患者に喫煙者が多く，88%が喫煙者は歯周治

療で治りにくいと感じていることがわかりました．

「加濃式社会的ニコチン依存度調査票を用いた歯学部学生の

喫煙に対する意識と禁煙講義の評価」では，愛知学院大学歯

学部 4年生 130名に，約 2時間の禁煙講義の前後，さらに 2

ヵ月後に調査しました．講義の直後に，社会的ニコチン依存

度が著明に低下したが，2ヵ月後には上昇傾向にあったため，

禁煙に関する啓発，禁煙支援を繰り返し継続することが重要

と結論付けしていました．

シンポジウムでは，「どうする防煙教育」と「ニコチン依存

症管理料」について，活発に討論

されていました．2006 年 4 月，

6月に実現した依存症管理料の新

設，ニコチンパッチ薬価収載は，

歯科でも適用することで，禁煙支

援，禁煙治療をさらに普及するこ

とが可能になると，医科からも今

後の課題とされていました．

また昨年，全国各地で参加され

第 5回：『みやこ禁煙学会』

橋本昌美（会員・京都禁煙推進研究会歯科部会副代表，

伏見歯科医師会理事）

シンポジウムの様子 ポスター発表を見る参加者
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た方も多いと思いますが，オーストラリアのMark Gibbens

さんもこの学会のために休暇をとってご夫婦で来日され，Walk

Against Tobacco 2006 の報告をされました．

3日間の『みやこ禁煙学会』は，想定外の約 430 名の参加者

がありました．当医院からの歯科衛生士 3名と私を含む約 50

名のボランティアスタッフの運営の下，盛会に無事終了しまし

た．次回，第 17 回日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会は，

2008 年 2月 10日（日）・11日（月・祝）に横浜市内で開催予定

です．また第 2回禁煙学会は，本年 8月 25日（土）・26日（日）

に国立がんセンター（東京都中央区築地）にて開催されます．昨

年12月に京都大学百周年時計台記念館・吉田南4号館で杉山

精一さんがご講演さ

れた日本禁煙科学会

の第2回学術総会は，

本年 11 月 30 日（金）

～12月 2日（日）に奈

良県新公会堂で開催

されます．

奮って参加して，

ますますパワーアップして歯科からの禁煙推進活動を広めま

しょう．

ワンデーセミナー札幌報告

斉藤　仁（札幌市開業）

5 月 20日，北海道歯科医師会館におい

て，北海道初となる日本ヘルスケア歯科

研究会ワンデーセミナーが開催されまし

た．今まではスタッフを連れて旅費，宿

泊費をかけて東京まで行かなくてはなら

なかったのが，北海道で開催されるとあ

って，会員 83名，非会員 23名と 100 名

を超える参加がありました．

このうち約 7割が歯科医師以外のスタ

ッフで，医院ぐるみの参加が目立ちまし

た．これから始めようと考えている医院

や，すでに始めているがまだまだ発展途

上という医院が多く，終了後のアンケー

トでも毎年北海道で開催してほしいと望

む声が多くありました．

◆　◇　◆

ワンデーセミナー札幌に参加して

飯沼賢司（札幌市開業）

今まで私は，一言で言えば「いかに上

手に治すか？」という点に，ほぼ全精力

を費やしてきたように思います．人前に

出しても恥ずかしくない補綴や，レント

ゲンを撮って納得できる根治，進行した

歯周病をどうやったらもたせられるか

等々．それなりに研鑚を積んできたとの

思いもあり，まさに職人技を常に磨き上

げることこそ“究極の歯科医師”と言っ

ても過言ではないと信じておりました．

ただ，反面「臨床とはこんなものか」

会場からの質問

ワンデーセミナー札幌報告

2007年 5月 20日　北海道歯科医師会館

といった，何となく閉塞感に似たような

感覚を持ちながら診療に臨んでいた節が

あります．

そんな中，何年前からでしょうか？

予防に関する文献がよく見られるように

なり，興味はあったものの少しずつ今の

診療に取り入れていけばいいかな，とい

う程度の気持ちでおりました．日本ヘル

スケア歯科研究会もたまたま興味本位で

（失礼！）入会しただけでした．

ところが昨年，大学の後輩である斉藤

仁さんが研究会で活発に活動しているこ

とを知り，無理やり診療を見学させても

らいました．そこには私が経験してきた

診療形態とは全く異なるものが展開され

ており，本当にショックを受けました．

そして「ときめき」に近いものを感じま

した．

そしてこのワンデーセミナー，斉藤さ

* ニュースレターでは，歯科医師の敬称に「先生」を用いない約束ですが，非会員の方に
ついては原文のまま掲載しています．
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んの今日に至るまでの経緯が示され，河

野正清さんや足本敦さんの講演では更に

高度に発展させ実践されている様を惜し

げもなく聴かせていただき，感謝の気持

ちとともに今後自院を変革させていく，

原動力のようなものを頂いたような気が

いたします．自院ではどんな形にもって

いくことが可能なのか，今後模索してい

きたいと思います．

◆　◇　◆

ワンデーセミナーを受講して

小玉則夫（札幌市開業，非会員）

日本ヘルスケア歯科研究会は私の憧れ

である．そして同時に，ハンパな軟弱も

のを寄せ付けない崇高さ，気高さのよう

なオーラを感じていた．そんな日本ヘル

スケア歯科研究会のセミナーに参加でき

る，そして私の友人であり尊敬する歯科

医師である斉藤仁君が壇上で語るという

ではないか！

5月 20日，日本ヘルスケア歯科研究会

が札幌にやってきた．広い会場は，やる

気に満ち溢れた歯科医師や歯科衛生士た

ちでいっぱいであった．私は恥ずかしな

がら，予防に対する取り組みはいまだに

我流の域を出ず，さらに予防が大事です

よと言いながらも，結局は依然として修

復中心の臨床を惰性で続けている．

予防を自院の中心にすえるにあたって

問題となるのは，同じ意識で臨んでくれ

るスタッフの存在と，予防と経営の両立

ができるかという二点だと思う．この日

にご講演くださった河野正清先生，足本

敦先生，斉藤仁先生の話を聞き，その大

いなるヒントをいただけた．結局は院長

の意識改革，院長のパワー全開！がはじ

めの一歩なのである．

スタッフとのチームワーク，データの

NPO法人ウェルビーイング・日本ヘルスケア歯科研究会・関西ウェルビーイング

合同セッション「臨床予防歯科のこれからを考える」に参加して

近藤明徳（神戸市開業）

講師の足本敦さん

私は以前，西村鐡行さんから市長を説

得し，教育長を説得し，学校歯科医会会

長を説得し，幼稚園でのフッ化物洗口を

実現させた話をうかがった時の言葉を思

い出しました．『人と人なんだから，直

接会って話し合うことが大切なんだよ』

というものです．

NPO法人ウェルビーイング（旧福岡予

防歯科研究会）は 34 年前から福岡県を

中心に活動している予防歯科の団体で約

300 人の会員がいます．関西ウェルビー

イングは 7 年前にできた団体で約 50 人

の会員がいます．日本ヘルスケア歯科研

究会の会員約 1,400 人とあわせてもわず

ン．午後は安藤雄一さんの基調講演に続

き，中村譲二さんの司会で，会場も巻き

込んで熱心な議論が 4 時まで続きまし

た．会場からは滋賀県健康福祉部の井下

英二さん，和歌山で障害者の予防歯科に

取り組む小畑文也さんなどが予防歯科の

これからを熱く語り今回の合同セッショ

ンへの期待の高さがうかがえました．

結論は出ませんでしたが，もやもやし

た中でも参加者みんな，なにか得るとこ

ろがあった 1日でした．

前日の打ち合わせ会には関西ヘルスケ

ア談話会から丸山和久さん，大井考友さ

んが参加．終了後の懇親会には闍木景子

さん，木村幸司さん，西村鐡行さんと西

村歯科の歯科衛生士さんたちが参加し，

交流を深めました．

6月 10 日大阪産業創造館で行われた，

NPO 法人ウェルビーイング，日本ヘル

スケア歯科研究会，関西ウェルビーイン

グ初の合同セッションに参加しました．

壇上は NPO 法人ウェルビーイングか

ら代表の西本美恵子さん，中村譲二さ

ん，藤田孝一さん，日本ヘルスケア歯科

研究会から代表の藤木省三さん，杉山精

一さんと私，関西ウェルビーイングから

代表の文元基宝さん，福原稔さん，大橋

正和さん，国立保健医療科学院の安藤雄

一さん，司会は津田真さんです．会場に

は各団体の会員，行政関係者，どこにも

所属しないが予防歯科のこれからに関心

のある人たち合計 100 人以上が参加しま

した．

午前中は，各代表が団体紹介のプレゼ

収集・管理・蓄積，エビデンスに基づい

た予防理論，そして院長のパワー，自分

には足りないものだらけであった．

日本ヘルスケア歯科研究会の先生方

は，本当に真摯に健康を守り育てること

に取り組んでいる．私もこの日の講演を

聞き，まず自分が何をすべきなのか模索

している．

今回は「広く浅く」といった感があっ

たので，願わくば今度はある一人の先生

の深く掘り下げたお話を伺いたいという

リクエストを最後に付け加える．
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札幌ヘルスケアグループ主催　第 1回シェリー・バーンズ SRP実習

2007年 6月 9・ 10日（株）モリタ北海道支店

／北海道ハイテクノロジー専門学校

シェリー・バーンズセミナー報告

斉藤　仁（札幌市開業）

6 月 9日，10 日の 2日間にわたり札幌

で，ミズーリ大学カンザス校歯学部歯周

病学講座臨床准教授のシェリー・バーン

ズ先生によるスケーリング，ルートプレ

ーニングの実習セミナーを行いました．

1日目は札幌の株式会社モリタ北海道支

店においてインスツルメントについての

講義やシャープニングの実習を，2日目

は恵庭の北海道ハイテクノロジー専門学

校衛生士学科の実習室をお借りして，ス

ケーリングの模型実習，診療チェアを使

用して，参加者同士の相互実習を行いま

した．北海道各地から 24 名の歯科衛生

士が参加し，シェリー先生のわかり易い

説明と，丁寧な指導のもと充実した 2日

間を過ごしました．

◇　◆　◇

『DAIICHISHANK～第 1シャンク～』

栗原　恵（dental office おおとも）

『第1シャンク』聞きなれた言葉でもあ

ります．シェリー・バーンズ先生は，こ

の言葉を日本語でおっしゃっていました．

6月 9，10 日に行われた“札幌ヘルス

ケアグループ主催第 1回シェリー・バー

ンズSRP実習”を受けてこの言葉が強く

印象に残っています．

私は，このセミナーで見えなかったも

のが見えてきて自信がもてるようになっ

たのですが，それはなぜなのか考えてみ

ました．

これまでもいろいろなスケーリングテ

クニックのセミナーに参加してきまし

た．しかし，臨床で歯石除去やデブライ

ドメントを行っていて，今ひとつすっき

か 1,750 人と，歯科界全体のなかでは圧

倒的に少数派です．今回の合同セッショ

ンはその少数派の予防歯科勢力の結集を

意図したものです．

これまで，NPO法人ウェルビーイング

と日本ヘルスケア歯科研究会はほとん

ど，接点がありませんでした．そのため

か，ともすれば，『仲が悪い』とみられ

たり，両方に入会している会員が，『な

んとなく後ろめたい気持ち』になったり

したものです．今回の企画をきっかけ

に，これから交流がはじまります．今回

の合同セッションで，お互い意見をぶつ

け，話し合うことで，自分達の良さ，他

団体の良さを確認できたように思いま

す．

日本ヘルスケア歯科研究会立ち上げの

9年前には『これからは予防の時代』と

多くの歯科関係者が確信しました．とこ

ろが，いつの間にか，患者を増やすため

の予防歯科，ビジネス予防ばかりが目に

付く状況です．歯科医療が本来，市民の

口腔の健康を守ってこそ，その意味があ

ることを考えると，現在の歯科医院利益

を追求するための予防歯科は異常で，と

ても市民の支持を得られないものです．

日本の歯科医療を市民利益に変えるの

に，日本ヘルスケア歯科研究会が果たす

役割への期待が大きいことは，今回の歯

科衛生士法の改正を求める陳情署名に会

員以外からも多くの協力が得られ短期間

に 5万人近い署名が集まったことからも

明らかです．

今回の合同セッションは各団体にとっ

ていい刺激になり，日本の歯科医療にと

っても新しい始まりになると感じた 1日

でした．

りとした効果というものが見えていない

ことがしばしばありました．学生時代に

指や腕が痛くなるまで行ったスケーリン

グ実習，テスト…．しかし，基礎の部分

が完全に身についていなかったからだと

思います．

今回のセミナーでは，シェリー・バー

ンズ先生が一人ひとりを見てまわり，術

者の体に負担がかからないようにと手取

り足取りトレーニングしてくださいまし

た．そして 2 日目には，相互実習を行

い，普段の臨床でのスタイルで学べまし

た．最後には『すばらしぃ！』とほめて

いただけたのもプラスになったのだと思

います．

基礎の部分でもあり，忘れてはいけな

いのはこの『第 1シャンク』ではないで

しょうか？　その先には，私たちにしか

出来ない，バイオフィルム除去が待って

いるからです．

◇　◆　◇

「ダイイチシャンク」とシェリー先生は説明した
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シェリー・バーンズ先生「歯科衛生士

トレーニングセミナー」報告

山田英子（加藤歯科）

私は歯科衛生士として働いて 5年にな

りますが，今回セミナーに参加し，改め

て基礎を見直すとても良い機会になりま

した．

シャープニング実習ではシェリー先生

が個別にみてくださったので，砥石の微

妙な角度の違いを指導していていただ

き，鋭いエッジをつくる作業を体感でき

ました．効率よくスケーリング・ルート

プレーニングを行うためには，基本業務

としてシャープニングを疎かにしないこ

とが重要であることを再認識しました．

インスツルメントの持ち方や動かし方

では，いつのまにか自分に癖がついてい

たことわかりました．必要以上の力を入

れないで，シャープなエッジのインスツ

ルメントを使えば今までよりも楽に操作

できるような気がしました．

模型実習では，自分の苦手とする部位

で指導していただき，普段使っていない

形のインスツルメントを使用することで

簡単に悩みは解消されました．自分の使

いやすい道具を適切に選ぶことも作業能

率を上げるために大切なことだというこ

とが良くわかりました．さらに相互実習

を行うと，ポジショニングや固定点など

改善していくべきポイントがいくつかみ

つかりました．自己流になりかけていた

仕事のスタイルを基本から見直すこと

で，患者さんに短い時間で的確な処置を

行えるばかりではなく，自分自身の首や

肩に対する負担も軽減されることに気づ

きました．意識的に改善し，今回得たこ

とを仕事の中に取り入れていきたいと思

います．

歯科衛生士としてのシェリー先生の働

く姿はとても魅力的で，私も長く楽しく

この仕事を続けていけるように，先生を

見習って一日の最後には「GOOD JOB」

と言ってストレッチしていこうと思って

います．

最後になりましたが，今回この貴重な

セミナーを企画実現してくださった先生

方と，シェリー・バーンズ先生に感謝申

し上げます．

現在の会員の構成（7月 6日現在） 会員合計 4,346名

正会員
歯科医師 1,334 名
歯科衛生士 113 名
歯科技工士 1名
その他 6名
学　生 0名
法人会員 34 社
正会員計 1,488 名

準会員
歯科衛生士 2,477 名
歯科技工士 72 名
その他 309 名
準会員計 2,858 名

●会員登録内容の変更について

住所，電話番号，ファックス番号，e-mail アドレス，準会員等
の追加・変更がありましたら，事務局までファックスもしくは e-
mail でお知らせください．

Fax: 03-3260-4906
e-mail: center@healthcare.gr.jp

事務局は月曜日から金曜日までの午前 9時 30 分から午後 5時 30

分までスタッフが常駐しています．お電話は時間内にお願いします．

事務局からの 
お知らせ 

2007年度の歯科衛生士育成プログラム・基礎コースは満席と
なりました．多数のお申し込み，ありがとうございました．
今回受講できなかった方，次回参加したい方を対象にひと足先

に「2008年度衛生士育成プログラム・基礎コース」についてご
案内します．

ご希望の方は事務局までファックスまたはメールでご連絡くだ
さい．（既にウェイティングリストに載っている方には自動的に案
内します．）

申し込み方法：件名を「2008年度歯科衛生士育成プログラム・
基礎コース参加希望」とし，参加者氏名・連絡先住所・電話番
号・勤務先診療所名を明記のこと．

※前号より会員数が減っていま
すが，今号より 2007 年度
未入金者は除外しています．

2008年度歯科衛生士育成プログラム・基礎コース　案内予約について

○ 第 1期の様子 ○
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22 診療室の目標 4 新たなう蝕・歯周病の発症をコントロールし，70 歳時の平均欠損歯数を 5歯以下にする

東京ヘルスケアグループとは
2005年 7月に設立され，24名のメンバーでドクター，スタッ
フが共に学べるような研修を行っています．
7月 1 日，川口市民ホールフレンディア（川口市）にて第 3回
スタッフミーティングを開催しました（詳報次号）．
今回は「症例検討」をテーマに午前中は，うつぎざき歯科の川崎
さんによる症例発表，午後はアイスブレイク「ノンバーバルで伝
えて探そう！グループ仲間」の後，まさき歯科の友部さん，金田
さん，薮下さんによるチームワークをテーマにした発表でした．
一人一人が日常の診療のことをディスカッションし，みんなで，
悩み，考え，答えを出していく，みんなでつくるスタッフミーテ
ィングを開きました．
（活動内容）
2006年1月 22日 ドライマウス口腔機能療法セミナー
2006年2月 26日 シャープニングセミナー
2006年3月 12日 診療所づくりミーティング
2006年7月 2日 スタッフミーティング

2006年10～12月 コーチングセミナー
2006年10～12月 診療所づくりミーティング
2007年4月 ～6月 コーチングセミナー
2007年7月 1日 第3回スタッフミーティング

【東京ヘルスケアグループのコンセプト】
東京周辺地域を対象にした，自分の医院の総合力の向上をめざし
たスタディーグループです．自分の医院の総合力の向上を計るた
めに，メンバーおよびメンバーのスタッフが集まって自分たちの為
に活動を行います．ただし，そこにグループメンバー以外の医院が
参加することは妨げず，むしろ歓迎するというコンセプトです．
【メンバー募集】
東京ヘルスケアグループでは，一緒に活動をしていきたいと考え
ている方に，ぜひメンバーに加わって頂きたいと考えています．
様々な研修を通じて医院の向上とスタッフの力の向上をめざしま
せんか？
連絡先： info@asunaroshika.com 
（メールにて連絡が出来ない方は入会出来ません）

本会では会則で，会員名簿の発行を定めています．創立以来 2年ごと

に名簿冊子を発行してきましたが，今年は名簿の印刷刊行を見合わせ，か

ねてより要望の多い会員診療所のWeb 公開を進めることになりました．

同封のWeb 名簿公表確認票の内容を確認し，個人名などの掲載の可否を

記入し，ファックスにて返送してください．

1． Web名簿公開確認票の記載項目を確認・訂正のうえ，ファックスにて

ご返送ください（ご返送のない場合には，公表の可否が確認できませ

んので公表しません）

2． Web会員名簿は，診療単位の診療所名簿とします．

3． 掲載項目は，確認票のうち＜★＞印のある項目です．

4． 9月末に公開の予定です（掲載情報は毎月 1回更新します）．

メインテナンス患者の転居などに伴ってメインテナンスができる診療所

を紹介する情報を得たいという会員の要望が大きいのですが，それにとど

まらず，患者・住民のための情報提供に一歩踏み出すべきだと考えました．

別掲のように国は，インターネットを使って積極的に患者のための医療機

関情報を提供する方針を打ち出しました．ここには，名前やホームページ

アドレスだけでなく「患者満足度調査実施の有無」や「治療結果に関する

分析の実施の有無」が含まれています．今後，作業部会をつくって診療所

ホームページ倫理基準を作成し，基準を満たす場合に，この研究会診療所

リストから会員診療所ホームページにリンクを貼ること，あるいは会員診

療所ホームページから研究会ホームページデータを参照できるようにする

ことなどが検討課題になります．

【別掲・医療機能情報提供制度】

2007 年 4月から施行された改正医療法に伴って，都道府県が【医療

機能情報提供サイト】を設け，患者が医療機関を比較・選択しやすくする

制度が始まります．歯科診療についても来年度から32項目（別表）の公

表が義務づけられる予定です．今後，都道府県（政令市）からすべての医

療機関に対して，報告が求められます．
『医療機能情報公表制度の実施要領』より

会員診療所のWeb公開について

東京ヘルスケアグループメンバー募集
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� Web公開に関するお尋ねです．必ず「同

意する」「同意しない」のどちらかにチェ

ックをつけてください．

� 入会時アンケートなどにより現在確認さ

れている回答です．（空欄の場合は無回答）

� 前回名簿作成時の日付になっています．そ

れ以降に入会された方は「入会時」と表

示しています．

� 診療所名（ふりがな）をご確認ください

� 現在登録されている住所

（市町村合併により変更になっている地

域につきましては，郵便番号で照合して

います．ご確認ください）

� URL ／ Email の変更や追加がある場合

は，手書きでは判読が難しいため，会員

用ホームページ入力フォームより登録し

てください．

� 代表者氏名（ふりがな），資格，会員番号

	 正会員歯科医師名（代表者含む）

勤務医の方で web 公表に同意する方は

「○」，同意しない方は「×」を
欄に記

入してください．

� 正会員歯科衛生士名．web 公表に同意す

る方は「○」，同意しない方は「×」を


欄に記入してください．

� 正会員歯科技工士名・その他氏名．web

公表に同意する方は「○」，同意しない方

は「×」を
欄に記入してください．


 準会員氏名・ web 公表に同意する方は

「○」，同意しない方は「×」を
欄に記

入してください．


 web公表に同意する方は「○」，同意しない方は「×」を記入してください．

現在外部公表に同意しないとなっている方は「×」が表示されています．未

記入の場合は公表しません．

� 認証診療所は認証日または更新日の日付が表示されています．

� そのほか連絡事項がある場合は，ここに表示されています．また返信時の連

絡にもご利用ください．

注 1）特殊な漢字（旧字体・異体字）などはWebでは表示されませんので，常

用漢字に変換してあります．ご了承ください．

注 2）フリーランスの方，発送先が自宅などで勤務先診療所の登録がない方，法

人の方にはこの確認票は同封されていません．

FAX返送〆切　2007 年 8 月 20 日（月）

�

�

�

�

�

�

�

	

�

�

�



 
 


�

※「Web公開確認票」を必ずご確認ください．なお，この確認票は診療所代表者に同封しています．

歯科技工士
・その他

Web名簿画面イメージ（作成中の画面です．実際
の画面とは異なる場合があります）



ヘルスケアミーティング 2007 参加申込み（会員専用）

フリガナ 会員番号:

ご氏名

フリガナ 会員番号:

ご氏名

フリガナ 会員番号:

ご氏名

フリガナ 会員番号:

ご氏名

勤務先・診療所名 参加申し込み人数

人

合計金額

円

住所　〒　　　　-

FAX番号 - -

プログラム（予定）

2007年11月10日（土）・11日（日）

❑ お知らせ・ご注意
・ お弁当の用意はありません．各自で午後の開始時間

までにお済ませください

・ ホールおよびロビーでは飲食できません．

・ 託児室はありません．

・ 申込書を送信後 1 週間を過ぎても計算書と払込用紙

が届かない場合は，ご連絡下さい．

・ 事前にキャンセルされた場合は，手数料を差し引い

た参加費を返金します．

参加申し込み Fax. 03-3260-4906

❑ お申し込み・お問い合せ

下記申込み欄にご記入後，事務局まで FAXまたは郵便にてお送りください．

〒 112-0014 東京都文京区関口 1-45-15-104 日本ヘルスケア歯科研究会事務局

FAX : 03-3260-4906 TEL : 03-5227-3716

電話番号 - -

参加を申し込みます（news10-3）

（必要項目ご記入，該当□欄に ✓ 印を記入ください）

ヘルスケアミーティング 2007

□ 歯科医師 : 10,000円
□ その他 : 5,000円
□ 学生など : 5,000円

□ 懇親会 : 4,000円

□ 歯科医師 : 10,000円
□ その他 : 5,000円
□ 学生など : 5,000円

□ 懇親会 : 4,000円

□ 歯科医師 : 10,000円
□ その他 : 5,000円
□ 学生など : 5,000円

□ 懇親会 : 4,000円

□ 歯科医師 : 10,000円
□ その他 : 5,000円
□ 学生など : 5,000円

□ 懇親会 : 4,000円

❑ 参加費

会　員 非会員

歯科医師 10,000 円 14,000 円
その他 5,000 円 6,000 円
学生・院生・研修医 5,000 円
懇親会 4,000 円

※会員用ホームページからもお申し込み
いただけます．
http://www.healthcare.gr.jp/

11 月 10 日（土）

ヘルスケアミーティング 2007 1 日目
12:30 研究会総会

1:00 基調報告：住民のための 20歳までの指針づくり

藤木省三

2:00 メインテナンス・スタッフみんなの〈？〉とメイ

ンテナンス通院者の〈？〉を整理してみよう

渡辺勝・豊島義博

2:40 患者の〈？〉から始めよう 内藤徹

3:25 シンポジウム　20 歳までに歯科が責任をもつべ

きことは何か？

座長；藤木省三

シンポジスト；月星光博，内藤 徹，豊島義博，

杉山精一

予防していても事故は起こる 月星光博

健口指針は誰のもの 豊島義博

予定発言

EU諸国における不正咬合の診療ガイドライン

成田信一

19歳までに限定される公的歯科医療保障制度

秋元秀俊

11月 11 日（日）

ヘルスケアミーティング 2007 2 日目
9:30 患者の生涯の健康を考える…ミニマルインター

ベンション 伊藤中

10:00 月星先生講演 1 外傷から学ぶMI

― 休憩―（11:00 ～ 11:15 15 分）

11:15 月星先生講演 2 エンドと歯冠修復のMI

― 昼食―（12:30 ～ 1:40 70 分）

1:40 トークセッション　永久歯のカリエスリスクコ

ントロール……スタッフの役割

2:00 月星先生講演 3 家庭医と自家歯牙移植

3:20 質疑応答

11 月 10 日

5:00 ～ 6:30 p.m.

第 6 回 認証ミーティング
6:50 ～ 8:20 p.m.

懇親会（希望者）
法人展示・ポスター展示（ホールロビー）
11月 10 日 12:00 ～ 6:30 p.m.

11 月 11 日 9:20 a.m.～ 4:00 p.m.

10 日　シンポジウム　20 歳までに歯科が責任をもつべきことは何か？
11 日　患者の生涯の健康を考える…ミニマルインターベンション

2007年11月10日（土）・11日（日）

東商ホール（東京・千代田区丸の内／東京商工会議所）
東京都千代田区丸の内 3-2-2 東京商工会議所ビル（地下鉄　有楽町線有楽町駅／三田線日比谷駅／千代田線二重橋前駅）


